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○緑のまちづくり条例施行細則 

平成17年９月30日 

規則第158号 

注 令和２年６月から改正経過を注記した。 

名古屋市緑化推進規則（昭和53年名古屋市規則第34号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 緑の保全に関する施策 

第１節 特別緑地保全地区における手続等（第２条―第10条） 

第２節 管理協定の認可（第10条の２―第10条の４） 

第３節 市民緑地（第11条―第14条の３） 

第４節 保存樹木等の指定（第15条―第17条） 

第３章 緑の創出に関する施策 

第１節 緑化地域等（第18条―第20条の８） 

第２節 緑と花の景観地域の指定等（第21条―第24条） 

第４章 市民等との協働による緑のまちづくり 

第１節 愛護会（第25条―第28条） 

第２節 活動承認団体（第29条―第31条） 

第３節 緑のパートナー（第32条―第34条） 

第４節 緑のまちづくり活動団体に対する支援（第35条） 

第５章 緑の審議会（第36条―第42条） 

第６章 雑則（第43条―第45条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律（昭和37

年法律第142号。以下「樹木保存法」という。）、都市緑地法（昭和48年法律第72号。以

下「法」という。）、都市緑地法施行令（昭和49年政令第３号）、都市緑地法施行規則

（昭和49年建設省令第１号。以下「省令」という。）及び緑のまちづくり条例（平成17

年名古屋市条例第39号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 
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（令７規則93・一部改正） 

第２章 緑の保全に関する施策 

第１節 特別緑地保全地区における手続等 

（行為許可申請書） 

第２条 法第14条第１項の規定による許可を受けようとする者は、行為許可申請書（第１

号様式）及び図面それぞれ２部を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の図面の種類、縮尺及びその図面に明示すべき事項は、法第14条第１項各号に掲

げる行為（以下この節において「行為」という。）に応じて、別表第１に掲げるものとす

る。 

（行為許可書） 

第３条 法第14条第１項の規定による許可は、行為許可書（第２号様式）を申請者に交付

することによって行うものとする。 

（許可済の表示） 

第４条 法第14条第１項の規定による許可を受けた者は、行為の期間中その行為地の公衆

の見やすい場所に許可済表示板（第３号様式）を掲出しなければならない。 

（届出） 

第５条 法第14条第１項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を廃止した

ときは、遅滞なく、行為廃止届（第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

第６条 法第14条第１項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了した

ときは、遅滞なく、行為完了届（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

（行為通知書） 

第７条 法第14条第４項の規定による通知は、行為通知書（第６号様式）及び図面を市長

に提出することによって行うものとする。 

２ 第２条第２項の規定は、前項の図面の提出について準用する。 

（行為届出書） 

第８条 法第14条第５項又は第６項の規定による届出は、行為届出書（第７号様式）及び

図面を市長に提出することによって行うものとする。 

２ 第２条第２項の規定は、前項の図面の提出について準用する。 

（土地の買入れの申出） 

第９条 法第17条第１項の規定により土地の買入れの申出をしようとする者は、土地買入

申出書（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 
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（緑地保全地域等に関する支援） 

第10条 条例第９条に規定する必要な支援は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 特別緑地保全地区に係る土地（0.1ヘクタール以上の土地に限る。）の所有者に対す

る報償金の交付 

(2) 特別緑地保全地区内における樹林地の維持管理に要する費用の助成 

(3) 緑地の保全に関する事項についての指導及び助言 

（令２規則95・一部改正） 

第２節 管理協定の認可 

（管理協定認可申請書） 

第10条の２ 法第24条第５項（法第28条において準用する場合を含む。）の認可を受けよ

うとする者は、管理協定（変更）認可申請書（第８号様式の２）及び管理協定の案を市長

に提出しなければならない。 

（管理協定認可通知書） 

第10条の３ 前条の認可は、管理協定（変更）認可通知書（第８号様式の３）を申請者に

交付することによって行うものとする。 

（標識の設置） 

第10条の４ 法第27条（法第28条において準用する場合を含む。）の規定による明示は、

公衆の見やすい場所に次に掲げる事項を記載した標識を設置することによって行うもの

とする。 

(1) 管理協定の名称 

(2) 管理協定区域 

(3) その他市長が必要と認める事項 

第３節 市民緑地 

（市民緑地の設置要件） 

第11条 法第55条第１項及び第２項の規定による市民緑地（市が設置するものに限る。以

下この節において同じ。）の設置は、市民緑地を設置しようとする土地等（法第55条第

１項に規定する土地等をいう。）が、次に掲げる要件の全てを満たす場合に行うことがで

きる。 

(1) 良好な状態に保存された樹林地、湧水地等が存在し、又は樹木、草花等による良好

な景観を有すること（借り受けた後の管理によって、これらの条件が満たされると見込

まれる場合を含む。）。 



4/49 

(2) 管理に支障があると認められる工作物等が存しないこと。ただし、柵等で当該工作

物等が存する区域を区分でき、かつ、市民の利用に十分な区域を確保することができる

場合は、この限りでない。 

(3) 所有者から無償で借り受けることができること。 

(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定され

ている場合で、当該権利が市民緑地の設置又は管理に影響を及ぼすものでないと認めら

れるときは、この限りでない。 

(5) その他市民緑地の設置又は管理に支障があると認められる事由がないこと。 

（市民緑地設置申出書） 

第12条 法第55条第１項の規定による申出をしようとする者は、市民緑地設置申出書（第

９号様式）を市長に提出しなければならない。 

（市民緑地設置決定通知書） 

第13条 市長は、前条の市民緑地設置申出書の提出があった場合には、その内容を審査し、

市民緑地の設置の決定をしたときは、市民緑地設置決定通知書（第10号様式）により申

出者に通知するものとする。 

（標識の設置） 

第14条 法第55条第９項の規定による明示は、公衆の見やすい場所に次に掲げる事項を記

載した標識を設置することによって行うものとする。 

(1) 市民緑地の名称 

(2) 市民緑地の区域 

(3) その他市長が必要と認める事項 

（認定市民緑地の管理要件） 

第14条の２ 第11条（第３号を除く。）の規定は、法第67条の規定による認定市民緑地の

管理（市が行うものに限る。）について準用する。この場合において、第11条第１号中

「借り受けた」とあるのは「契約」と、同条第４号中「所有権」とあるのは「所有権その

他の使用の権原」と、同号ただし書及び同条第５号中「市民緑地の設置又は管理」とある

のは「認定市民緑地の管理」と読み替えるものとする。 

（認定市民緑地に関する支援） 

第14条の３ 条例第14条の３に規定する必要な支援は、法第61条第１項の認定を受けた市

民緑地設置管理計画に係る市民緑地の設置及び管理についての指導及び助言とする。 

第４節 保存樹木等の指定 
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（保存樹木等の指定の基準） 

第15条 条例第15条第１項の規定により保存樹木又は保存樹林として指定する樹木又は樹

木の集団は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 樹木にあっては、次のいずれかに該当するものであること。 

ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.3メートル以上1.5メートル未満であり、

健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていること。 

イ 歴史的、文化的又は自然的価値を有し、かつ、その保存及び継承が重要と認められ

ること。 

(2) 樹木の集団にあっては、その集団の存する土地の面積が300平方メートル以上500平

方メートル未満であり、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観

上特に優れていること。 

（標識の記載事項等） 

第16条 樹木保存法第４条及び条例第15条第３項の規定により市長が設置する標識には、

次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 保存樹、保存樹木又は保存樹林の文字 

(2) 樹種 

(3) 指定番号及び指定年月日 

(4) その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。 

（保存樹木等に関する支援） 

第17条 条例第17条第２項の規定により市長が交付する額は、次の各号に掲げる費用の区

分に応じ、当該各号に掲げる額を超えない範囲内で市長が定める額とする。 

(1) 日常的に行われる維持管理に要する費用 次のア又はイの区分に応じ、それぞれア

又はイに掲げる額 

ア 保存樹又は保存樹木 １本につき3,000円 

イ 保存樹林 20,000円 

(2) 前号に掲げるもののほか、特別に要する費用 保存樹又は保存樹木１本につき

300,000円 

（令７規則93・一部改正） 

第３章 緑の創出に関する施策 

第１節 緑化地域等 
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（緑化率適合証明） 

第18条 省令第42条の規定による証明を受けようとする者は、緑化率適合証明等申請書（第

11号様式）、緑化施設概要書（第12号様式。以下「概要書」という。）及び別表第２に

掲げる図書（写真及び撮影位置図を除く。）それぞれ２部を市長に提出しなければならな

い。 

２ 省令第42条の規定による証明は、緑化率適合証明等通知書（第12号様式の２）を申請

者に交付することによって行うものとする。 

（令７規則93・一部改正） 

（緑化率の規制の適用除外許可） 

第19条 法第35条第２項各号又は名古屋市地区計画等の区域内における建築物の制限に関

する条例（平成５年名古屋市条例第41号。以下「地区計画条例」という。）第８条の３

第２項第３号から第５号までの規定による許可を受けようとする者は、緑化率規制適用除

外許可等申請書（第12号様式の３）、概要書及び別表第２に掲げる図書（写真及び撮影

位置図を除く。）それぞれ２部を市長に提出しなければならない。 

２ 法第35条第２項各号又は地区計画条例第８条の３第２項第３号から第５号までの規定

による許可は、緑化率規制適用除外許可等通知書（第12号様式の４）を申請者に交付す

ることによって行うものとする。 

第20条 削除 

（緑化施設の工事の認定） 

第20条の２ 法第43条第１項の規定による認定を受けようとする者は、省令第10条に規定

する申請書、概要書及び同条の表に掲げる図書それぞれ３部並びに別表第２に掲げる図書

のうち写真及び撮影位置図それぞれ１部に同条に規定する確認済証の写しを添えて、市長

に提出しなければならない。 

２ 法第43条第１項の規定による認定は、緑化施設工事完了延期認定通知書（第12号様式

の５）を申請者に交付することによって行うものとする。 

（申請取下届） 

第20条の３ 第18条第１項、第19条第１項又は前条第１項の規定による申請を取り下げよ

うとする者は、申請取下届（第12号様式の６）２部を市長に提出しなければならない。 

（申請書等記載事項変更届） 

第20条の４ 第18条第２項、第19条第２項又は第20条の２第２項の規定による通知書の交

付を受けた者は、当該通知書の交付に係る工事を完了する前に、その申請書及び添付図書
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に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ申請書等記載事項変更届（第12

号様式の７）２部を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請書等記載事項変更届について参考とな

る資料の提出を求めることができる。 

（工事取止届） 

第20条の５ 第18条第２項又は第19条第２項の規定による通知書の交付を受けた者は、当

該通知書の交付に係る工事を取り止めたときは、遅滞なく、工事取止届（第12号様式の

８）２部を市長に提出しなければならない。 

（条例第24条第２項の規則で定める数値） 

第20条の６ 条例第24条第２項の規則で定める数値は、10分の0.5とする。 

（緑化施設の工事の完了の届出） 

第20条の７ 条例第25条（条例第26条第４項において準用する場合を含む。）の規定によ

る届出は、緑化施設工事完了届（第12号様式の９）、概要書及び別表第２に掲げる図書

（付近見取図並びに写真及び撮影位置図を除く。）それぞれ３部（法第43条第１項の規

定による認定を受けた場合又は条例第26条第４項において準用する場合にあっては、そ

れぞれ２部）並びに別表第２に掲げる図書のうち写真及び撮影位置図それぞれ１部を市長

に提出することによって行うものとする。 

２ 条例第25条の２（条例第26条第４項において準用する場合を含む。）の規定による証

明は、緑化施設工事完了確認証明通知書（第12号様式の10）を届出者に交付することに

よって行うものとする。 

（準用） 

第20条の８ 条例第26条第１項の規定が適用される場合においては、第18条、第19条及び

第20条の３から第20条の５までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

第18条 省令第42条の規定による証明 条例第26条第3項の規定による認証 

第19条第1項 法第35条第2項各号又は名古屋市地

区計画等の区域内における建築物の

制限に関する条例（平成5年名古屋市

条例第41号。以下「地区計画条例」

という。）第8条の3第2項第3号から

条例第26条第2項の規定による認定 
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第5号までの規定による許可 

第19条第2項 法第35条第2項各号又は地区計画条

例第8条の3第2項第3号から第5号ま

での規定による許可 

条例第26条第2項の規定による認定 

第20条の3 第18条第1項、第19条第1項又は前条

第1項 

第20条の8の規定において準用する

第18条第1項又は第19条第1項 

第20条の4 第18条第2項、第19条第2項又は第20

条の2第2項 

第20条の8の規定において準用する

第18条第2項又は第19条第2項 

第20条の5 第18条第2項又は第19条第2項 第20条の8の規定において準用する

第18条第2項又は第19条第2項 

（令７規則93・一部改正） 

第２節 緑と花の景観地域の指定等 

（緑と花の景観地域の指定） 

第21条 条例第27条の規定による指定を受けようとする団体の代表者は、緑と花の景観地

域指定申請書（第13号様式）、次に掲げる事項を定めた計画書（以下「緑と花の景観計

画書」という。）その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 

(1) 指定を受けようとする地域の範囲 

(2) 緑化のための施設（以下「緑化施設」という。）の設置その他の緑化計画 

(3) 緑化施設等の維持管理の内容 

(4) その他市長が必要と認める事項 

２ 前項に規定する団体は、次の各号のすべてに該当するものとする。 

(1) 指定を受けようとする地域の緑化を自主的に推進しようとするものであること。 

(2) 団体の緑化計画が当該地域の多数の住民に支持されると認められるものであること。 

３ 市長は、第１項の緑と花の景観地域指定申請書の提出があった場合には、その内容を審

査し、緑と花の景観地域の指定をしたときは、緑と花の景観地域指定通知書（第14号様

式）により申請者に通知するものとする。 

４ 条例第27条の規定による指定を受けた団体の代表者は、緑と花の景観計画書の内容を

変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。 

（条例第29条第１号の規則で定める土地） 

第22条 条例第29条第１号の規則で定める土地は、道路、鉄道、河川、水路、公園、緑地

及び広場の用に供する土地並びに農地、採草放牧地及び森林とする。 
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（条例第30条の規則で定める基準） 

第23条 条例第30条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 条例第29条に規定する緑と花の協定（以下この条において「協定」という。）のう

ち相当規模の一団の土地に係る協定にあっては、１街区以上の区域の土地を目的とする

協定であって、当該区域の面積の10分の７以上の面積の土地について、当該土地又は

当該土地に存する建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の所有者その他

当該土地又は当該建築物等の使用に関する権原を有する者が締結するもので、かつ、そ

の内容が次に掲げる事項のすべてに該当するものでなければならない。 

ア 協定の有効期間が３年以上であること。 

イ 樹木、草花等を植栽し、又は維持保全する場所が、中庭等もっぱら特定の者の鑑賞

等の用に供する場所でないこと。 

ウ 協定の内容が適正で、かつ、その実現が期待できること。 

(2) 道路、河川等に隣接する相当区間にわたる土地に係る協定にあっては、100メートル

以上の区間の土地を目的とする協定であって、当該区間の距離の10分の７以上の距離

に係る土地について、当該土地又は当該土地に存する建築物等の所有者その他当該土地

又は当該建築物等の使用に関する権原を有する者が締結するもので、かつ、その内容が

前号に掲げる事項のすべてに該当するものでなければならない。 

(3) 相当規模の中高層住宅に係る協定にあっては、戸数20戸以上を有する中高層住宅を

目的とする協定であって、当該住宅の所有者その他住宅の使用に関する権原を有する者

で当該住宅に現に居住するものの10分の７以上のものが締結するもので、かつ、その

内容が第１号に掲げる事項のすべてに該当するものでなければならない。 

（緑と花の景観地域等に関する支援） 

第24条 条例第30条に規定する緑と花の景観地域に関する必要な支援は、次に掲げるとお

りとする。 

(1) 緑化施設の設置及び維持管理についての指導及び助言 

(2) その他市長が必要と認める支援 

２ 条例第30条に規定する緑地協定及び緑と花の協定に関する必要な支援は、苗木、花苗

等の供与とする。 

第４章 市民等との協働による緑のまちづくり 

第１節 愛護会 

（愛護会の認定の要件） 
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第25条 条例第33条第１項の規定により公園愛護会又は街路樹愛護会として認定する団体

（以下「愛護会」という。）は、次の各号のすべてに該当するものとする。 

(1) 認定を受けようとする公園、街路樹等の周辺の５人以上の住民をもって組織された

ものであること。 

(2) 次に掲げる活動を行うことができると認められるものであること。 

ア 月１回以上の清掃又は除草 

イ 公園、街路樹等に関する通報 

ウ 公園、街路樹等の愛護に関する意識の啓発 

エ その他市長が必要と認める活動 

(3) 街路樹愛護会にあっては、延長が連続して100メートル以上の歩道に植栽された街路

樹又は面積がおおむね100平方メートル以上の街園について、前号に掲げる活動を行う

ことができると認められるものであること。 

２ 条例第33条第１項の規定による認定は、一の公園、一の街路樹等について一の団体に

行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。 

３ 条例第33条第１項の規定による認定の期間は、３年以内とする。 

４ 前項の期間は、更新することができる。この場合において、更新の期間は、前項の期間

を超えることができない。 

（特定愛護会の認定） 

第26条 市長は、愛護会のうちから、一定期間以上継続した活動の実績があり、かつ、月

２回以上の清掃及び年２回以上の除草を行うことができると認められるものを、公園特定

愛護会又は街路樹特定愛護会（以下「特定愛護会」という。）として認定することができ

る。 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、前項の規定による特定愛護会の認定について準用

する。 

（愛護会認定申請書） 

第27条 条例第33条第１項又は前条第１項の規定による認定を受けようとする団体の代表

者は、愛護会認定申請書（第15号様式）及び次に掲げる書類を市長に提出しなければな

らない。第25条第４項（前条第２項において準用する場合を含む。）の規定により認定

の期間の更新を受けようとするときも、同様とする。 

(1) 第25条第１項第１号に該当することを確認できる書類 

(2) 団体規約 
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(3) 活動区域等を示す書類（街路樹愛護会及び街路樹特定愛護会に限る。） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（愛護会認定通知書） 

第28条 条例第33条第１項又は第26条第１項の規定による認定は、愛護会認定通知書（第

16号様式）を申請者に交付することによって行うものとする。認定の期間の更新につい

ても、同様とする。 

第２節 活動承認団体 

（活動承認団体の要件） 

第29条 条例第33条第２項の規定により緑のまちづくり活動を行うことを承認する団体は、

次の各号のすべてに該当するものとする。 

(1) 次に掲げる活動のいずれかを行うことができると認められるものであること。 

ア 公園、街路樹等における草花等の植栽及び維持管理 

イ 市民緑地、特別緑地保全地区等における森林の育成及び維持管理 

ウ 環境の保全に関する教育及び学習 

エ その他市長が必要と認める活動 

(2) 団体の活動が営利を目的とするものでないこと。 

(3) 関係地域の住民と協調して活動を行うことができると認められるものであること。 

(4) 団体の加入資格につき不当な制限を課しているものでないこと。 

（活動承認申請書） 

第30条 条例第33条第２項の規定による緑のまちづくり活動の承認を受けようとする団体

の代表者は、活動承認申請書（第17号様式）及び次に掲げる書類を市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 団体規約 

(2) 活動計画書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（活動承認通知書） 

第31条 条例第33条第２項の規定による緑のまちづくり活動の承認は、活動承認通知書（第

18号様式）を申請者に交付することによって行うものとする。 

第３節 緑のパートナー 

（緑のパートナー認定通知書） 

第32条 条例第34条第１項の規定による認定は、緑のパートナー認定通知書（第19号様式）
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を当該認定をしようとする団体の代表者に交付することによって行うものとする。 

（緑のパートナーの認定の要件） 

第33条 第25条第２項の規定は、条例第34条第１項の規定による緑のパートナーの認定に

ついて準用する。 

（緑のパートナーとの協定） 

第34条 条例第34条第２項に規定する協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 活動区域 

(2) 活動の目的及び内容 

(3) 活動計画書に関する事項 

(4) 本市の支援に関する事項 

(5) 協定の有効期間 

(6) 協定違反があった場合の措置 

(7) その他市長が必要と認める事項 

第４節 緑のまちづくり活動団体に対する支援 

（緑のまちづくり活動団体に対する支援） 

第35条 条例第35条に規定する緑のまちづくり活動団体に対する必要な支援は、次に掲げ

るとおりとする。 

(1) 緑のまちづくり活動に必要な用具、資材、花苗等の供与 

(2) 緑のまちづくり活動に関する情報の提供、指導及び助言 

(3) その他市長が必要と認める支援 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、別に定めるところにより、愛護会及び特定愛護会に

対して報償金を交付することができる。 

３ 緑のまちづくり活動団体は、前２項に規定する支援を受けようとするときは、活動の内

容を市長に報告しなければならない。 

第５章 緑の審議会 

（会長） 

第36条 緑の審議会（以下「審議会」という。）に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名

する者がその職務を代理する。 
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（会議） 

第37条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員及び議事に関係のある専門委員の半数以上の者の出席がなければ会議を

開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数で決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

（部会） 

第38条 審議会には、必要に応じ、部会を置くことができる。 

２ 部会は、審議会の議決により付議された事項について調査審議し、その経過及び結果を

審議会に報告する。 

３ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

４ 部会に部会長を置き、会長が指名する。 

５ 第36条第３項及び第４項、前条並びに次条の規定は、部会について準用する。この場

合において、第36条第３項及び第４項並びに前条第１項中「会長」とあるのは「部会長」

と読み替えるものとする。 

（関係者の出席） 

第39条 審議会において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 

（幹事及び書記） 

第40条 審議会に幹事及び書記若干人を置く。 

２ 幹事及び書記は、本市の職員のうちから市長が任命する。 

３ 幹事及び書記は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。 

（庶務） 

第41条 審議会の庶務は、緑政土木局において処理する。 

（委任） 

第42条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 

第６章 雑則 

（条例第44条の規則で定める期間） 

第43条 条例第44条の規則で定める期間は、５年とする。 

（身分証明書） 
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第44条 法第11条第３項（法第19条及び法第38条第２項において準用する場合を含む。）

及び条例第45条第３項に規定する身分を示す証明書の様式は、第20号様式とする。 

（委任） 

第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年10月１日から施行する。 

（名古屋市都市緑地保全法施行細則の廃止） 

２ 名古屋市都市緑地保全法施行細則（昭和56年名古屋市規則第111号。以下「旧規則」と

いう。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書、届等は、この

規則による改正後の緑のまちづくり条例施行細則（以下「新規則」という。）の規定に基

づいて提出されたものとみなす。 

４ この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている許可書は、新規則の規

定に基づいて交付されたものとみなす。 

５ この規則の施行の際現に旧規則及びこの規則による改正前の名古屋市緑化推進規則の

規定に基づいて表示されている標識等は、新規則の規定に基づいて表示されたものとみな

す。 

６ この規則の施行の際現に条例附則第５項に規定する緑化に係る手続により提出されて

いる書類は、新規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。 

（市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例施行細則の一部改正） 

７ 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例施行細則（平成15年名古屋市規

則第117号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成20年規則第98号） 

１ この規則は、平成20年10月31日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

２ この規則の規定による緑化率適合証明の申請その他緑化率の規制の対象となる建築物

の新築又は増築をしようとするために必要な手続は、この規則の施行前においても行うこ

とができる。 
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附 則（平成21年規則第107号） 

１ この規則は、平成21年10月31日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

２ この規則による改正後の緑のまちづくり条例施行細則（以下「新規則」という。）の規

定による緑化率適合証明の申請その他緑化率の規制の対象となる建築物の新築又は増築

をしようとするために必要な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。 

３ この規則の施行の際既に着手していた建築物の新築又は増築については、新規則第19

条の２の規定は適用しない。 

附 則（平成29年規則第79号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の緑のまちづくり条例施行細則（以下

「旧規則」という。）の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後

の緑のまちづくり条例施行細則（以下「新規則」という。）の規定に基づいて提出された

ものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている通知書は、新規則の規

定に基づいて交付されたものとみなす。 

附 則（平成29年規則第89号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定、第19条の２を削る

改正規定、第20条、第20条の７、第20条の８、第11号様式及び第12号様式の２から第12

号様式の４までの改正規定並びに次項及び附則第３項の規定は、平成30年４月１日から

施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の緑のまちづくり条例施行細則（以下

「旧規則」という。）の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後

の緑のまちづくり条例施行細則（以下「新規則」という。）の規定に基づいて提出された

ものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている通知書は、新規則の規

定に基づいて交付されたものとみなす。 

附 則（令和元年規則第３号） 

１ この規則は、建築基準法の一部を改正する法律（平成30年法律第67号）の施行の日か

ら施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の緑のまちづくり条例施行細則の規定



16/49 

に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の緑のまちづくり条例施行細

則の規定に基づいて提出されたものとみなす。 

附 則（令和元年規則第11号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和２年規則第95号） 

この規則は、令和２年７月１日から施行する。 

附 則（令和２年規則第123号） 

１ この規則は、令和２年12月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されて

いる申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみな

す。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されて

いる用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使

用することができる。 

附 則（令和７年規則第93号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の緑のまちづくり条例施行細則（以下

「旧規則」という。）の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正

後の緑のまちづくり条例施行細則（以下「新規則」という。）の規定に基づいて提出され

たものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている通知書は、新規則の規

定に基づいて交付されたものとみなす。 

別表第１（第２条第２項関係） 

行為の種類 図面の種類 縮尺 明示すべき事項 

建築物その他の

工作物の新築、改

築又は増築 

位置図 2,500分の1以上 方位及び行為地 

配置図 300分の1以上 敷地の境界線及び建築物等の

位置 

地籍図 600分の1以上 行為地の境界線及び地番 

平面図 200分の1以上 各階の間取り及び用途 

2面以上の立面図（着

色） 

100分の1以上 仕上げ方法及び色彩 
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植栽計画図 200分の1以上 樹木の種類及び植栽位置 

宅地の造成、土地

の開墾、土石の採

取、鉱物の掘採そ

の他の土地の形

質の変更、水面の

埋立て若しくは

干拓又は土石、廃

棄物若しくは再

生資源のたい積 

位置図 2,500分の1以上 方位及び行為地 

地籍図 600分の1以上 行為地の境界線及び地番 

地形図 500分の1以上 方位、行為地の境界線及び等高

線 

平面図 500分の1以上 方位、行為地の境界線、断面の

位置、切土・盛土・その他の表

示及び行為前後の植栽の状況 

断面図 高低差 

100分の1以上 

距離 

500分の1以上 

行為前後の土地の状況を対比

できる縦断面及び横断面 

木竹の伐採 位置図 2,500分の1以上 方位及び行為地 

地形図 500分の1以上 方位、等高線及び伐採区域 

平面図 500分の1以上 方位、木竹の位置及び伐採区域

別表第２（第18条第１項、第19条第１項、第20条の２第１項、第20条の７第１項関係） 

図書の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路、用途地域等及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並

びに緑化施設の配置、種別及び面積 

求積図及び求積表 緑化施設の面積の算出根拠 

個別詳細図 

（屋上緑化の場合は断面図、壁

面緑化の場合は立面図及び断

面図、補助資材を使用する場合

はその仕様が確認できる図書） 

緑化施設の詳細 

写真及び撮影位置図 緑化施設の位置、撮影位置及び撮影方向 
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